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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成２７年１２月 第３１回博多港地方港湾審議会 

・平成２８年 ２月 交通政策審議会第６２回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

・令和 ２年 ３月 第３３回博多港地方港湾審議会 

の議を経た博多港の港湾計画の一部を変更するものである。 
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変更理由 

 

箱崎ふ頭地区において、ＲＯＲＯ船の大型化やモーダルシフトの促進

等に対応するため、公共埠頭計画、水域施設計画、土地造成計画等を変

更する。 
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Ⅰ 港湾施設の規模及び配置 

 

１ 公共埠頭計画 

１－１ 箱崎ふ頭地区 

ＲＯＲＯ船の大型化やモーダルシフトの促進に対応するため、

以下の施設について計画を変更する。 

 

水深９ｍ   岸壁２バース 延長５２０ｍ (内貿ＲＯＲＯ船用) 

［既定計画の変更計画］ Hz6,Hz7 

水深１２ｍ  岸壁１バース 延長２４０ｍ (外貿船用) 

   ［既設］ Hz5 

埠頭用地  ２４ｈａ（うち２３ｈａ既設） ［既設の変更計画］ 

 

  既定計画（ユニットロード埠頭計画） 

    水深１０ｍ  岸壁１バース 延長２４０ｍ 

(外貿ＲＯＲＯ船用) Hz6 

   水深９ｍ   岸壁１バース 延長２２０ｍ 

(内貿ＲＯＲＯ船用) Hz7 

既設（ユニットロード埠頭計画） 

   埠頭用地  ８ｈａ  

  既設 

   水深１２ｍ  岸壁１バース 延長２４０ｍ  Hz5 

 

   なお、これに伴い Hz8 を廃止する。 
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２ 水域施設計画 

２－１ 箱崎ふ頭地区 

（１）泊地 

公共埠頭計画の変更に伴い、泊地について計画を変更する。 

 

 水深９ｍ  面積４ｈａ ［既定計画の変更計画］ 

 

    既定計画 

     水深１０ｍ  面積４ｈａ 

     水深９ｍ   面積３ｈａ 
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Ⅱ 土地造成及び土地利用計画 

  

１ 土地造成計画 

 １－１ 箱崎ふ頭地区 

公共埠頭計画の変更に伴い、土地造成計画について計画を変更する。 

 

         

用 途  

  

地区名 

埠
頭
用
地 

港
湾
関
連
用
地 

交
流
厚
生
用
地 

工
業
用
地 

都
市
機
能
用
地 

交
通
機
能
用
地 

危
険
物
取
扱 

施
設
用
地 

緑
地 

海
面
処
分
用
地 

合 

計 

箱崎ふ頭地区 
（9）        （57） （66） 

9        57 66 

注１） （ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、 
特に密接に関連する土地利用計画で内数である。 

       

  

（単位：ha） 
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２ 土地利用計画 

 ２－１ 箱崎ふ頭地区 

公共埠頭計画の変更に伴い、土地利用計画について計画を変更する。 

 

         

用 途  

  

地区名 

埠
頭
用
地 

港
湾
関
連
用
地 

交
流
厚
生
用
地 

工
業
用
地 

都
市
機
能
用
地 

交
通
機
能
用
地 

危
険
物
取
扱 

施
設
用
地 

緑
地 

海
面
処
分
用
地 

合 

計 

箱崎ふ頭地区 
（35） （115）  （91）  （20）  （1） （57） （319） 

35 115  91 12 20  1 57 330 

注１） （ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、 
特に密接に関連する土地利用計画で内数である。 

       注２）  端数整理のため、内数の和は必ずしも合計とはならない。 

（単位：ha） 
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Ⅲ 港湾の効率的な運営に関する事項 

 

１ 効率的な運営を特に促進する区域 

１－１ 箱崎ふ頭地区 

公共埠頭計画の変更に伴い、効率的な運営を特に促進する区域を 

削除する。 

 

  既定計画  

   水深１０ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ Hz6 

   水深９ｍ  岸壁１バース 延長２２０ｍ Hz7 

   埠頭用地  ８ｈａ（荷捌施設用地及び保管施設用地） 
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Ⅳ その他重要事項 

 

１ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために 

必要な施設 

１－１ 箱崎ふ頭地区 

今回計画している施設のうち、国際海上輸送網又は国内海上輸送網

の拠点として機能するために必要な施設は次のとおりである。 

 

水深９ｍ   岸壁２バース 延長５２０ｍ（内貿ＲＯＲＯ船用） 

［既定計画の変更計画］ Hz6,Hz7 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ（外貿船用） 

      [既設] Hz5 

泊地 水深９ｍ  面積８ｈａ ［既定計画の変更計画］ 

泊地 水深１２ｍ 面積２ｈａ ［既設］ 

 

２ 大規模地震対策施設計画 

２－１ 箱崎ふ頭地区 

（１）幹線貨物輸送の拠点として機能するために必要な施設 

    今回計画している施設のうち、大規模地震が発生した場合に 

おいても経済活動を支えるために必要な物流機能を維持する施設

を次のとおり計画する。 

 

 水深９ｍ 岸壁２バース 延長５２０ｍ（内貿ＲＯＲＯ船用） 

［既定計画の変更計画］ Hz6,Hz7 
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凡   例 

 

航 路 ・ 泊 地 

(今回計画)  海 浜 ( 既 設 ) 

 (既定計画)  

埠 頭 用 地 

(今回計画) 

 ( 既 設 )  (既定計画) 

 防 波 堤 ( 既 設 )  ( 既 設 ) 

 

公 共 岸 壁 
(既定計画)  緑 地 ( 既 設 ) 

 ( 既 設 )  そ の 他 緑 地 ( 既 設 ) 

 公 共 岸 壁 
( 幹 線 貨 物 輸 送 用 ) 

(今回計画) 
 交通機能用地 

( 臨 港 道 路 ) 
( 既 設 ) 

 公 共 物 揚 場 ( 既 設 )  

そ の 他 用 地 
(既定計画) 

 物資補給岸壁 ( 既 設 )  ( 既 設 ) 

 専用ドルフィン ( 既 設 )  海面処分用地 (既定計画) 

 施 設 撤 去   効 率 的 な 運 営 を 
特 に 促 進 す る 区 域 

博多港港湾計画図（箱崎ふ頭地区） 

観測場所：福岡管区気象台 

風速 10m/s 以上の風向頻度(％) 

風向頻度(％) 

風 向 図 




